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既
存
不
適
格
（
き
そ
ん
ふ
て
き
か
く
）

建
築
物
と
は
、
建
築
物
の
完
成
時
に
は
法

律
、
基
準
、
規
定
な
ど
、
合
法
的
に
建
て

ら
れ
た
建
築
物
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
法
令
、
基
準
、
条
例
な
ど
の
改

正
や
都
市
計
画
な
ど
の
変
更
に
よ
り
、
所

有
者
の
意
に
反
し
、
現
行
法
に
照
ら
す
と

不
適
格
な
部
分
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
建

築
物
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
建
築
当
初
か
ら
法
令
に
違
反
し

て
建
築
さ
れ
た
「
違
法
建
築
物
」
や
「
欠

陥
住
宅
・
建
築
物
」
と
は
性
質
が
違
い
ま

す
の
で
区
別
、
割
愛
し
ま
す
。 

既
存
不
適
格
建
築
物
を
合
法
化
す
る

に
は
、
多
岐
に
渡
る
困
難
と
多
額
の
費
用

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
、
む
し
ろ

「
解
体
撤
去
し
、
新
築
し
た
方
が
安
価
」

と
い
う
乱
暴
な
意
見
も
大
袈
裟
で
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

専
門
家
と
し
て
は
増
築
や
改
修
と
新
築

に
見
込
ま
れ
る
費
用
を
天
秤
に
か
け
、
さ

ら
に
は
お
施
主
さ
ん
が
ご
高
齢
で
あ
れ

ば
継
承
者
の
こ
と
も
踏
ま
え
方
向
性
を

提
案
す
べ
き
で
し
ょ
う
。 

建
築
基
準
法
は
原
則
「
建
築
確
認
申
請

手
続
き
完
了
～
着
工
時
」
の
法
令
や
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

た
め
、
そ
の
後
の
法
令
や
基
準
、
条
例
な

ど
の
改
正
で
規
制
を
受
け
た
場
合
、
「
既

存
不
適
格
」
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
所

有
者
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
使
用
し

て
も
違
法
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
増
築
や

大
規
模
改
修
、
改
築
な
ど
を
行
う
際
、
現

行
法
令
、
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
建
築

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
「
既
存
不
適
格
」
と
い
う
扱
い
は
、

「
法
律
の
不
遡
及
の
原
則
」
と
法
改
正
の

度
に
既
存
建
築
物
を
「
違
反
」
に
し
て
し

ま
う
と
社
会
的
混
乱
を
招
く
た
め
、
こ
れ

を
防
ぐ
制
度
と
言
え
ま
す
が
、
改
正
法
に

適
合
し
な
い
状
態
を
半
永
久
的
に
認
め

る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

法
律
や
基
準
が
改
正
さ
れ
る
の
は
技
術

や
研
究
開
発
の
進
歩
、
人
々
の
社
会
生
活

や
環
境
の
変
化
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
大
地
震
や
火
災
な
ど
、
犠
牲
者
が

出
て
し
ま
っ
て
か
ら
改
正
さ
れ
て
き
た

の
も
現
実
で
す
。 

仮
に
建
物
が
新
築
後
30
年
と
す
れ
ば
、
そ

の
間
、
法
や
基
準
、
条
例
等
の
改
正
が
全

く
行
わ
れ
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と

は
考
え
難
い
。
つ
ま
り
、
巷
に
は
何
ら
か

の
カ
タ
チ
の
既
存
不
適
格
建
築
物
が
当

た
り
前
の
よ
う
に
存
在
し
て
る
の
が
現

実
で
す
。
そ
こ
で
、
過
去
の
建
築
基
準
法

お
よ
び
技
術
基
準
の
変
遷
に
よ
り
既
存

不
適
格
に
な
っ
た
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ

ま
す
。 

〇 

大
正
時
代
に
制
定
さ
れ
た
市
街
地

建
築
物
法
で
建
築
物
の
敷
地
は
「
幅
員

2.7

m
以
上
の
道
路
に
接
道
」
と
い
う
規

定
で
し
た
が
、
現
行
、
建
築
基
準
法
で

は
「
幅
員
4

m
以
上
の
道
路
に
接
道
」

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

俗
に
「
馬
入
れ
」
と
言
わ
れ
る
農
耕

地
の
畦
道
の
名
残
り
や
、
都
会
の
下
町

と
呼
ば
れ
る
地
域
の
小
道
に
接
道
す

る
敷
地
に
新
築
等
を
行
う
場
合
に
は
、

将
来
4

m

以
上
の
幅
員
が
取
れ
る
よ

う
道
路
境
界
よ
り
後
退
し
て
建
築
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

〇 

市
街
地
建
築
物
法
で
は
絶
対
高
さ

31

m
（
百
尺
規
制
）
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
1968
年
、
容
積
率
（
敷
地
面
積
に
対

す
る
延
べ
床
面
積
の
割
合
）
規
制
が
導

入
さ
れ
容
積
率
が
超
過
。 

建
て
替
え
等
の
際
に
は
、
以
前
と
同

じ
規
模
の
建
物
は
出
来
な
く
な
り
ま
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す
の
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
建
て
替

え
の
際
に
は
大
き
な
問
題
を
引
き
起

こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

〇 

何
十
年
も
前
か
ら
継
続
稼
働
し
て

き
た
工
場
な
の
に
、
都
市
計
画
で
用
途

地
域
が
住
居
専
用
地
域
な
ど
と
定
め

ら
れ
既
存
不
適
格
に
。 

後
か
ら
住
み
着
い
た
隣
人
か
ら
の

苦
情
で
ト
ラ
ブ
ル
や
土
地
を
追
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

〇 

日
照
権
問
題
に
よ
る
建
物
高
さ
、
斜

線
制
限
。 

容
積
率
同
様
、
以
前
と
同
じ
高
さ
の

建
物
は
建
て
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

〇 

耐
火
建
築
物
で
あ
る
劇
場
、
映
画
館
、

百
貨
店
、
ホ
テ
ル
、
老
人
ホ
ー
ム
、
雑

居
ビ
ル
な
ど
の
火
災
で
犠
牲
者
を
出

し
て
か
ら
内
装
制
限
、
避
難
設
備
、
初

期
消
火
設
備
な
ど
の
規
制
や
、
高
齢
者
、

障
害
者
、
傷
病
者
、
外
国
人
な
ど
の
「
災

害
弱
者
」
に
対
す
る
配
慮
等
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

改
正
の
回
数
が
多
い
の
は
構
造
関
係

で
し
ょ
う
。
最
も
大
き
な
改
正
は
1981

年

（
昭
和
56
年
）
に
「
新
耐
震
基
準
」
と
呼

ば
れ
る
法
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。 

新
耐
震
基
準
が
制
定
さ
れ
る
に
は
1968

年
・
十
勝
沖
地
震
の
際
、
特
に
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
建
築
物
に
お
い
て
、
基
礎
の
不

等
沈
下
、
柱
の
せ
ん
断
力
に
対
す
る
靭
性

（
粘
り
強
さ
）
不
足
、
隅
柱
の
２
方
向
応

力
に
対
す
る
配
慮
の
欠
如
、
建
物
の
ね
じ

れ
、
屋
上
突
出
物
に
対
す
る
地
震
力
の
過

小
評
価
、
鉄
筋
の
継
ぎ
手
の
施
工
不
良
な

ど
に
よ
る
被
害
教
訓
が
あ
り
、
加
え
、
1978

年
・
宮
城
県
沖
地
震
で
は
軟
弱
地
盤
や
造

成
地
に
建
つ
建
物
、
平
面
的
剛
性
（
変
形

し
難
さ
の
度
合
い
）
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い

（
偏
心
が
大
き
い
）
建
物
、
上
下
階
の
剛

性
バ
ラ
ン
ス
に
欠
け
た
ピ
ロ
テ
ィ
形
式

の
建
物
な
ど
の
被
害
が
露
呈
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
木
造
に
至
っ
て
は
、
や
は
り
軟
弱

地
盤
や
造
成
地
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
、
南

面
に
壁
が
な
く
、
北
面
に
壁
が
集
中
し
て

い
る
住
宅
、
瓦
な
ど
で
屋
根
が
重
い
住
宅
、

老
朽
化
し
た
住
宅
な
ど
に
被
害
が
集
中

し
ま
し
た
。
新
耐
震
基
準
は
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
改
正
、
施
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

新
耐
震
基
準
と
旧
耐
震
基
準
と
の
違

い
を
簡
単
に
言
う
と
、
旧
・
耐
震
基
準
は

「
震
度
5

強
程
度
の
揺
れ
で
も
建
物
が

倒
壊
し
な
い
」
よ
う
な
構
造
基
準
で
し
た

が
、
新
耐
震
基
準
は
「
震
度
6
強
～
7
程

度
の
揺
れ
で
も
倒
壊
し
な
い
」
よ
う
な
構

造
基
準
に
強
化
さ
れ
ま
し
た
。 

技
術
的
に
は
、
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
、

構
造
部
材
に
生
じ
る
応
力
が
部
材
強
度

の
許
容
値
以
下
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一

定
以
上
の
規
模
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
靱

性
の
確
保
と
剛
性
バ
ラ
ン
ス
も
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
宮
城
県
沖
地
震
で
は
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
倒
壊
に
よ
り
多
く
の
人
的
被
害
が

あ
っ
た
の
も
特
筆
で
き
ま
し
ょ
う
。 

そ
の
後
も
構
造
に
関
す
る
規
定
は
度
々

改
正
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
「
1981
年
以
降
に

着
工
さ
れ
た
建
築
物
」
と
い
っ
て
も
即
座

に
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
と
え
ば
、
鉄
骨
造
建
築
物
は
1995
年
に
仕

口
（
部
材
の
接
合
部
）
の
仕
様
が
変
更
。 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
物
で
は
2005

年
に
耐
震
壁
の
有
効
部
分
に
関
す
る
規

定
が
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。 

1995

年
兵
庫
県
南
部
地
震
で
は
木
造
住
宅

の
倒
壊
に
よ
り
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ

た
こ
と
か
ら
、
2000
年
、
使
用
金
物
の
強
化

や
筋
交
い
バ
ラ
ン
ス
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク

が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

さ
ら
に
、
地
中
の
基
礎
杭
が
折
れ
て
い
る

案
件
が
複
数
確
認
さ
れ
、
杭
の
設
計
に
関

す
る
基
準
が
大
幅
に
厳
し
く
な
り
、
そ
れ

ま
で
に
は
な
か
っ
た
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
な

杭
の
使
用
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

既
存
建
物
の
増
築
や
改
築
、
大
規
模
修

繕
な
ど
を
行
う
場
合
に
は
法
や
技
術
基

準
の
変
遷
を
調
べ
、
現
行
法
に
適
合
す
る

か
？ 

否
か
？ 

を
判
断
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
特
に
耐
震
強
度
の
問
題
は

多
額
の
改
修
費
用
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

が
多
く
、
安
易
な
対
応
が
で
き
ま
せ
ん
。 

最
近
は
「
古
民
家
再
生
」
な
ど
が
ブ
ー

ム
と
な
り
、
古
い
農
家
な
ど
を
改
築
や
修

繕
し
、
カ
フ
ェ
や
旅
館
な
ど
に
用
途
変
更

し
て
い
る
案
件
も
多
く
あ
り
ま
す
。
古
民

家
と
な
れ
ば
既
存
不
適
格
建
築
物
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
す
が
、
現
行
法
は
「
そ

の
ま
ま
使
う
な
ら
問
題
な
い
」
や
「
面
積

に
よ
っ
て
は
緩
和
」
な
ど
の
規
定
が
あ
る

よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
増
築
や
大
規
模
修

繕
、
模
様
替
え
ま
た
は
用
途
の
変
更
を
行

う
場
合
に
は
、
現
行
法
に
適
合
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

先
日
、
顧
客
よ
り
築
40
年
、
当
時
の
確

認
申
請
関
連
図
書
は
な
く
、
役
所
の
台
帳

に
は
完
了
の
検
査
済
証
が
発
行
さ
れ
た

痕
跡
が
な
い
案
件
の
増
築
計
画
に
つ
い

て
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
お
施
主
さ
ん
の

強
い
ご
意
向
も
あ
り
、
２
階
建
て
を
平
屋
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に
減
築
、
屋
根
や
外
壁
材
の
軽
量
化
を
図

り
、
間
取
り
を
変
更
し
て
筋
交
い
壁
面
を

増
や
す
な
ど
の
対
応
策
を
考
え
た
よ
う

で
す
が
、
行
政
側
に
基
礎
の
鉄
筋
配
置
と

劣
化
調
査
を
求
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
経

験
上
、
40
年
前
の
基
礎
に
十
分
な
鉄
筋
が

配
置
さ
れ
て
い
る
か
？ 
微
妙
で
す
が
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
劣
化
・
強
度
に
は
些
か

疑
問
を
覚
え
ま
し
た
。 

そ
こ
で
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
コ
ア
抜
き
を

し
て
強
度
測
定
を
し
、
一
定
の
強
度
が
見

込
め
た
ら
鉄
筋
探
査
を
実
施
し
て
は
ど

う
か
」
と
提
案
し
ま
し
た
。
複
数
の
テ
ス

ト
ピ
ー
ス
の
圧
縮
強
度
試
験
の
結
果
は

一
般
住
宅
に
使
用
さ
れ
て
い
る
強
度
の

２
割
～
４
割
程
度
し
か
な
か
っ
た
た
め

「
鉄
筋
の
探
査
以
前
の
問
題
」
と
い
う
主

旨
の
考
察
を
書
き
ま
し
た
。
先
は
設
計
事

務
所
と
お
施
主
さ
ん
次
第
で
す
が
、
基
礎

ま
で
修
繕
と
な
る
と
、
事
実
上
、
建
て
替

え
た
方
が
良
い
よ
う
に
、
思
え
ま
し
た
。 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

伝
説
の
警
告
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に

や
っ
て
来
る
」
。
こ
の
言
葉
は
科
学
者

で
随
筆
家
の
寺
田
虎
彦
（
1878
～
1935
年
）

が
昭
和
の
初
期
に
言
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
頃
も
毎
年
多
く
の
災
害
が

発
生
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
忘
れ
た

頃
に
や
っ
て
来
る
」
と
い
う
表
現
に
違

和
感
を
覚
え
ま
す
が
、
彼
な
り
に
〝
防

災
対
策
が
進
ま
な
い
原
因
は
、
希
に
し

か
起
こ
ら
な
い
の
で
、
人
間
が
忘
れ
た

頃
に
次
の
災
害
が
起
き
る
〟
と
戒
め
の

意
味
で
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

近
年
は
天
災
に
人
災
（
温
暖
化
な
ど

の
影
響
か
？
）
が
加
わ
っ
た
大
災
害
が

頻
発
し
て
い
ま
す
。
も
し
、
寺
田
虎
彦

が
生
き
て
い
る
な
ら
、
「
災
害
は
忘
れ

る
前
に
や
っ
て
来
る
」
と
言
う
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。 

な
お
、
平
成
30
年
（
2018
年
）
は
北
陸

地
方
の
豪
雪
、
地
震
（
大
阪
北
部
、
北

海
道
胆
振
東
部
）
、
豪
雨
（
北
海
道
、

西
日
本
）
、
台
風
（
12
号
、
21
号
、
24

号
）
な
ど
の
自
然
災
害
が
相
次
ぎ
ま
し

た
。 令

和
１
年
（
2019
年
）
は
余
震
（
熊
本
、

北
海
道
胆
振
東
部
）
、
大
雨
（
九
州
南

部
、
西
日
本
太
平
洋
側
、
九
州
北
部
）
、

台
風
（
5
号
、
8
号
、
15
号
、
19
号
、

21
号
）
な
ど
の
自
然
災
害
が
相
次
ぎ
ま

し
た
。 

今
年
も
令
和
２
年
７
月
豪
雨
、
８
月

は
記
録
的
な
（
危
険
な
）
猛
暑
が
続
き
、

９
月
の
本
格
的
な
台
風
シ
ー
ズ
ン
を
向

か
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
建
築
基
準
法
第
8
条
第
1
項

に
お
い
て
「
建
築
物
の
所
有
者
、
管
理

者
ま
た
は
占
有
者
は
、
そ
の
建
物
の
敷

地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
を
常
時
適
法

な
状
態
に
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
築
年
数
が
経
過
し
た
建
物
（
特

に
老
朽
建
築
物
）
は
、
外
壁
や
屋
根
、

庇
な
ど
が
経
年
劣
化
に
よ
り
破
損
し
た

り
、
崩
れ
て
落
下
し
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
落
下
し
た
外
壁
材
や
屋
根

材
等
が
、
万
が
一
、
近
隣
住
民
や
通
行

人
に
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
そ

の
建
物
の
所
有
者
、
管
理
者
ま
た
は
占

有
者
の
責
任
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。 

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
事
故
を
未
然

に
防
止
す
る
た
め
に
も
、
建
物
の
所
有

者
、
管
理
者
ま
た
は
占
有
者
は
、
日
ご

ろ
か
ら
建
物
の
維
持
保
全
に
努
め
、
ま

た
、
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
が
予
想
さ

れ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
自
主
的
に
屋

根
材
、
外
壁
材
、
窓
ガ
ラ
ス
な
ど
の
点

検
・
修
繕
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り

ま
す
。
特
に
、
経
年
劣
化
に
よ
る
老
朽

化
や
損
傷
が
著
し
い
建
築
物
等
に
つ
い

て
、
適
切
な
維
持
保
全
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

平
成
30
年
の
大
阪
北
部
地
震
で
小

学
校
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
れ
、
児
童
が

そ
の
下
敷
き
に
な
り
、
尊
い
命
が
奪
わ

れ
ま
し
た
。
令
和
１
年
の
台
風
15
号
で

千
葉
県
市
原
市
の
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
鉄

骨
柱
が
倒
れ
、
多
く
の
住
宅
が
壊
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
私
が
受
け
た
電
話
相

談
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
30
年
の
台
風
21
号
が
大
阪
府
か

ら
北
陸
地
方
を
駆
け
抜
け
た
時
の
こ
と

で
す
が
、
福
井
市
内
で
築
40
年
程
の
木

造
２
階
建
て
ア
パ
ー
ト
の
屋
根
材
（
カ

ラ
ー
ベ
ス
ト
）
が
飛
ば
さ
れ
、
新
築
住

宅
の
屋
根
（
ガ
ル
バ
リ
ウ
ム
鋼
板
）
に

複
数
の
穴
が
空
き
、
ア
パ
ー
ト
の
持
ち

主
に
修
理
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、「
台

自
然
災
害
に
備
え
て 
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風
21
号
は
自
然
災
害
だ
か
ら
自
分
に

責
任
は
無
く
、
補
償
す
る
義
務
は
な

い
。
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
ち
な

み
に
、
台
風
21
号
は
関
西
空
港
で
は
高

潮
で
滑
走
路
が
冠
水
し
、
大
阪
府
内
で

は
多
く
の
住
宅
で
屋
根
が
飛
ば
さ
れ
る

な
ど
の
大
き
な
被
害
が
発
生
し
ま
し
た

が
、
台
風
の
勢
力
が
衰
え
た
福
井
市
内

で
は
、
他
に
屋
根
材
が
飛
ば
さ
れ
る
よ

う
な
被
害
は
出
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

近
年
は
台
風
や
大
雨
の
予
報
は
極
め

て
正
確
に
出
さ
れ
、
避
難
勧
告
や
避
難

指
示
も
適
切
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出

て
い
ま
す
。
寺
田
虎
彦
が
言
っ
た
「
天

災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
」
と
呑

気
に
構
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

私
達
が
災
害
に
備
え
て
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
宅
の
点
検
及

び
応
急
処
置
で
す
。
ま
た
、
命
を
守
る

た
め
に
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
に
従
う

こ
と
で
す
。
各
自
肝
に
命
じ
ま
し
ょ

う
！ 

  
 
 
 
 
 

 

 

□
2020
年
度
第
２
回
研
修
会
の
予
告 

次
回
研
修
会
は
、
11
月
７
日
（
土
）
、

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館
（
き
ゅ
り
あ

ん
）
に
て
開
催
し
ま
す
。
「
建
築
Ｇ
メ
ン

の
た
め
の
法
律
知
識
」
と
題
し
て
、
改
正

民
法
な
ど
の
講
演
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状

況
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
、
中
止
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

メ
デ
ィ
ア
は
半
年
も
前
か
ら
連
日
、
新

型
コ
ロ
ナ
一
色
。
「
他
に
報
道
す
べ
き
こ

と
は
な
い
の
か
？
」
飽
き
飽
き
し
て
い
る

と
こ
ろ
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
熱
中
症
。

何
れ
も
〝
災
害
〟
で
あ
ろ
う
が
、
九
州
、

中
国
、
中
部
、
東
北
地
方
な
ど
の
豪
雨
災

害
、
被
災
地
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
微
か

な
報
道
の
中
に
見
え
る
「
政
治
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
あ
る
方
々
が
思
惑
で

動
い
て
い
る
よ
う
で
連
携
が
感
じ
ら
れ

な
い
。
政
策
も
場
当
た
り
的
に
思
え
庶
民

感
覚
と
ズ
レ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
政
治

が
機
能
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
て
し

ま
う
。
こ
れ
で
感
染
が
抑
え
込
め
る
の
か

な
？ 

コ
ロ
ナ
が
な
け
れ
ば
、
今
頃
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
余
韻
に
浸
り
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

日
々
歓
喜
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

日
本
人
ら
し
さ
が
薄
れ
、
人
々
が
ギ
ス
ギ

ス
し
て
い
る
の
も
気
に
な
る
。
一
歩
外
へ

出
れ
ば
他
人
を
露
骨
に
避
け
、
県
外
ナ
ン

バ
ー
と
見
る
や
罵
声
。
仕
事
先
で
も
邪
魔

者
扱
い
だ
っ
た
。 

こ
の
ま
ま
で
延
期
さ
れ
た
オ
リ
・
パ
ラ
に

選
手
・
関
係
者
が
来
日
す
る
の
だ
ろ
う

か
？ 

国
民
皆
が
感
染
拡
大
の
不
安
を

抱
え
な
が
ら
「
オ
・
モ
・
テ
・
ナ
・
シ
」

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

建
築
関
連
法
は
「
災
害
」
を
教
訓
に
改

正
さ
れ
て
き
た
一
端
が
あ
る
。
こ
れ
を
鑑

み
る
と
「
新
型
コ
ロ
ナ
〝
災
害
〟
」
や
「
豪

雨
災
害
」
は
今
後
、
何
ら
か
の
法
律
へ
の

影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

た
と
え

ば
住
宅
の
24
時
間
換
気
以
上
の
設
備
、
不

特
定
多
数
が
出
入
り
す
る
建
物
や
飲
食

店
な
ど
に
感
染
防
止
対
策
、
拠
点
病
院
に

新
た
な
感
染
症
対
策
な
ど
。
水
害
、
土
砂

崩
れ
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
月
よ
り
不
動

産
売
買
の
際
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
け

る
物
件
位
置
の
説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ

た
よ
う
だ
が
。 
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